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e-Mail;monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp 



 

東大阪ブランド 申請製品特徴詳細シートについて 

 

※この資料は、別紙「東大阪ブランド 申請製品特徴詳細シート」について説明したものです 

※ ご自身で申請製品の特徴に当てはまると思われるシート内の項目欄に詳細をご記入いただき、その 

裏づけとなる資料（特許、意匠登録証や技能資格などの資料）とともに事務局にご持参ください 

※ 記入箇所は複数に渡ってもかまいません。該当すると思われる部分をすべてご記入ください 

※ 認定の有無については、評議員会にて、東大阪ブランド推進機構が定める認定基準を満たす製品で 

あるかどうかという 

観点で総合的に判断させていただきます 

※ 詳細は事務局までお問い合わせください 

 

１ すごい技でつくられた製品・・・他にはできない技術や職人技でつくられた製品 

どのような技術や職人技で他にはない製品がつくられているかの内容を記載し、その内容が具体的 

に分かる資料（（社）全国技能士会連合会認定の技能士資格等）を併せてご用意ください 

 

２ 優れた性能をもつ製品・・・既存製品とはちがう特性や利便性など優れた性能を持つ製品 

既存の製品とは違う特性や利便性など、どのような機能を有しているかの内容を記載し、その内容

が具体的に分かる資料（特許、意匠登録等）を併せてご用意ください 

 

３ 環境にやさしい製品・・・環境に配慮された製品、また、環境にいい影響を及ぼす製品 

どのように環境への配慮がされているのか、環境にいい影響を及ぼす製品であるかの内容を記載し、

その内容が具体的に分かる資料（大阪府リサイクル製品認定マークが付与された証書など）を併せ

てご用意ください 

 

４ デザイン性の高い製品・・・デザイン性の高さが世間的に認められる製品 

どのような部分でデザイン性に優れているかの内容を記載し、その内容が具体的に分かる資料

（（財）日本産業デザイン振興会選定グッドデザイン賞受賞など）を併せてご用意ください 

 

５ 産学連携から生まれた製品・・・大学等との産学連携で生み出されて、商品化された製品 

どのような大学とのどのような取り組みから生まれた製品であるかの内容を記載し、その内容が具

体的に分かる資料（大学との契約書や一緒に開発をした学生名を記した製品チラシなど）を併せて

ご用意ください 

 

６ 長寿製品・・・何十年・何百年と長きにわたり愛され続けているロングセラー製品 

どれくらいの間、どのような人や企業に愛用されている製品であるかの内容を記載し、その内容が

具体的に分かる資料（特許など）を併せてご用意ください 

 

7 市場創出製品・・・市場の動向を先読みし、新たな市場を切り開いたパイオニア製品 

他社に先駆けてどのような市場を形成してきた製品であるかの内容を記載し、その内容が具体的に 

分かる資料（特許など）を併せてご用意ください 



別紙１ 東大阪ブランド　申請製品特徴詳細シート

申請製品特徴項目 申請製品特徴の詳細 併せて提出する添付資料

1 すごい技（技術・職人技）でつくられた製品
他にはできない技術や職人技でつくられた製品

例：（社）全国技能士会連合会認定の技能士資格等、他にはない技術でつくられている製品という
　　ことが具体的に分かる資料など

2 優れた性能をもつ製品
既存製品とはちがう特性や利便性など優れた性能を持つ製品

例：特許、意匠登録等、既存の製品とは違う新たな機能を有している、ということが具体的に分かる
　　資料など

3 環境にやさしい製品
環境に配慮された製品、また、環境にいい影響を及ぼす製品

例：大阪府リサイクル製品認定マークが付与された証書や、または該当製品を使用することにより、
環境にいい影響を及ぼすということが具体的に分かる資料など

4 デザイン性の高い製品
デザイン性の高さが世間的に認められる製品

例：（財）日本産業デザイン振興会　選定グッドデザイン賞受賞等、デザイン性の高さが客観的に
　　　認められたことが具体的に分かる資料など

5 産学連携から生まれた製品
大学等との産学連携で生み出されて、商品化された製品

例：大学との契約書など産学連携から生まれた製品であることが分かる資料など

6
長寿製品
何十年・何百年と長きにわたり愛され続けているロングセラー製
品

例：いつから製造されている製品なのかということが分かる資料など

7 市場創出製品
市場の動向を先読みし、新たな市場を切り開いたパイオニア製品

例：特許、意匠登録等、新たな製品である、ということが具体的に分かる資料など

8 その他

評議員記入欄（記入しないでください）

※具体的に分かる資料が無い場合でも、該当すると思われる申請製品の特徴がある場合は詳細欄に記載してください。


